
平
成
三
十
年
六
月
十
八
日
提
出

質

問

第

三

九

六

号

カ
ジ
ノ
を
含
む
統
合
型
リ
ゾ
ー
ト
（
Ｉ
Ｒ
）
実
施
法
案
に
関
す
る
質
問
主
意
書提

出

者

中

谷

一

馬

396



カ
ジ
ノ
を
含
む
統
合
型
リ
ゾ
ー
ト
（
Ｉ
Ｒ
）
実
施
法
案
に
関
す
る
質
問
主
意
書

政
府
・
与
党
は
、
カ
ジ
ノ
を
含
む
統
合
型
リ
ゾ
ー
ト
（
Ｉ
Ｒ
）
実
施
法
案
、
す
な
わ
ち
「
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法

案
」
（
内
閣
提
出
第
六
四
号
。
以
下
「
Ｉ
Ｒ
実
施
法
案
」
と
い
う
。
）
を
成
立
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
刑
法
が
禁
じ
て
い
る

賭
博
行
為
の
カ
ジ
ノ
を
あ
え
て
特
別
法
を
制
定
し
て
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
慎
重
か
つ
丁
寧
な
議
論
が
求
め
ら
れ
る

と
考
え
る
。

そ
こ
で
以
下
質
問
い
た
し
ま
す
。

一

現
状
に
お
い
て
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
な
ど
カ
ジ
ノ
に
関
す
る
多
く
の
懸
念
や
疑
問
が
解
消
さ
れ
た
と
は
言
い
難
く
、
国

民
も
大
き
な
懸
念
を
も
っ
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
読
売
新
聞
が
二
〇
一
八
年
五
月
十
八
日
か
ら
二
十
日
に
か
け
て
行
っ
た
世

論
調
査
で
は
、
Ｉ
Ｒ
実
施
法
案
に
反
対
が
六
十
九
％
で
あ
り
、
賛
成
の
二
十
三
％
と
大
き
な
開
き
が
あ
り
、
こ
う
し
た
結
果

を
見
て
も
多
く
の
国
民
は
、
今
国
会
で
の
性
急
な
「
Ｉ
Ｒ
実
施
法
案
」
の
成
立
を
望
ん
で
い
る
と
は
言
え
な
い
。
こ
の
ま
ま

強
行
に
Ｉ
Ｒ
実
施
法
案
の
成
立
に
向
け
た
動
き
を
加
速
さ
せ
る
こ
と
は
、
国
民
の
声
を
無
視
し
た
恣
意
的
な
も
の
に
な
る
と

考
え
る
が
、
政
府
は
こ
の
現
実
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
の
か
、
所
見
を
伺
い
た
い
。

二

政
府
は
、
Ｉ
Ｒ
整
備
の
政
策
効
果
と
し
て
、
経
済
効
果
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
は
大
き
な
疑
問
を
持
つ
。
カ

一



ジ
ノ
は
、
今
以
上
に
訪
日
外
国
人
観
光
客
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
る
施
策
か
の
よ
う
に
発
信
さ
れ
て
い
る
が
、
多
く
の
訪
日

外
国
人
観
光
客
は
、
日
本
の
統
合
型
リ
ゾ
ー
ト
（
Ｉ
Ｒ
）
で
カ
ジ
ノ
を
利
用
し
た
い
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
二
〇
一
七
年
十

月
五
日
に
株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行
と
公
益
財
団
法
人
日
本
交
通
公
社
が
発
表
し
た
「
Ｄ
Ｂ
Ｊ
・
Ｊ
Ｔ
Ｂ
Ｆ
・
ア
ジ

ア
・
欧
米
豪
訪
日
外
国
人
旅
行
者
の
意
向
調
査
（
平
成
二
十
九
年
版
）
」
に
よ
れ
ば
、
カ
ジ
ノ
は
統
合
型
リ
ゾ
ー
ト
（
Ｉ

Ｒ
）
の
中
で
利
用
し
て
み
た
い
施
設
と
し
て
は
八
項
目
の
中
で
最
下
位
に
位
置
し
て
お
り
、
日
本
で
カ
ジ
ノ
を
利
用
し
て
み

た
い
と
回
答
し
た
人
は
、
全
体
の
七
％
で
あ
る
。
対
照
的
に
統
合
型
リ
ゾ
ー
ト
（
Ｉ
Ｒ
）
内
で
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
を

利
用
し
て
み
た
い
と
回
答
し
た
人
は
四
十
六
％
、
ホ
テ
ル
を
利
用
し
て
み
た
い
と
回
答
し
た
人
は
四
十
三
％
、
ア
ミ
ュ
ー
ズ

メ
ン
ト
施
設
を
利
用
し
て
み
た
い
と
回
答
し
た
人
は
四
十
％
、
温
浴
施
設
を
利
用
し
て
み
た
い
と
回
答
し
た
人
は
三
十
七
％

で
あ
り
、
カ
ジ
ノ
を
利
用
し
て
み
た
い
と
回
答
し
た
七
％
と
比
較
し
て
、
訪
日
外
国
人
観
光
客
は
日
本
に
お
い
て
統
合
型
リ

ゾ
ー
ト
（
Ｉ
Ｒ
）
に
足
を
運
ぶ
な
ら
、
カ
ジ
ノ
以
外
を
楽
し
み
た
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
客
観
的
な

状
況
を
正
面
か
ら
捉
え
れ
ば
、
カ
ジ
ノ
に
対
す
る
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
需
要
が
大
き
く
な
い
現
状
が
明
ら
か
で
あ
り
、
経
済
効
果

と
い
う
観
点
か
ら
は
大
き
な
疑
問
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
が
、
政
府
と
し
て
は
、
Ｉ
Ｒ
施
設
に
カ
ジ
ノ
を
作
る
こ
と
で
、
訪

日
外
国
人
観
光
客
が
増
え
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
消
費
が
伸
び
る
と
考
え
て
い
る
の
か
、
見
解
を
伺
い
た
い
。 二



三

カ
ジ
ノ
を
利
用
す
る
客
層
は
、
日
本
人
が
何
割
で
、
訪
日
外
国
人
が
何
割
程
度
に
な
る
と
想
定
し
て
い
る
の
か
、
見
解
を

伺
い
た
い
。

四

カ
ジ
ノ
事
業
者
が
訪
日
外
国
人
観
光
客
の
カ
ジ
ノ
施
設
の
利
用
に
よ
り
収
益
を
上
げ
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
経
営
上
当
然

日
本
人
顧
客
の
取
り
込
み
を
し
よ
う
と
経
営
陣
は
判
断
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
な
る
日
本
人
が
ギ
ャ
ン
ブ
ル

で
負
け
た
お
金
が
、
外
資
系
企
業
に
流
れ
る
構
図
と
な
っ
た
場
合
、
こ
れ
ら
は
一
体
ど
こ
の
国
の
経
済
政
策
な
の
か
と
非
常

に
疑
問
を
感
じ
る
。
二
〇
一
八
年
四
月
五
日
の
ロ
イ
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
カ
ジ
ノ
事
業
に
進
出
を
狙
う
海
外
の
カ
ジ
ノ
運
営

会
社
は
、
概
ね
与
党
合
意
を
歓
迎
し
て
い
る
。
（
中
略
）
カ
ジ
ノ
ホ
テ
ル
運
営
会
社
、
米
シ
ー
ザ
ー
ズ
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン

ト
（
Ｃ
Ｚ
Ｒ
�
Ｏ
）
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
シ
ェ
ン
日
本
代
表
は
与
党
合
意
に
つ
い
て
「
正
し
い
方
向
に
進
ん
で
い
る
」
と
評
価

し
、
「
わ
れ
わ
れ
は
、
引
き
続
き
日
本
で
の
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
に
非
常
に
高
い
期
待
を
持
っ
て
い
る
」
と
述
べ
た
。
（
中

略
）
ア
ジ
ア
で
主
要
な
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
な
る
と
み
ら
れ
て
い
た
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
は
、
十
年
以
上
前
に
カ
ジ
ノ
が
解
禁
さ

れ
、
カ
ジ
ノ
運
営
会
社
二
社
が
巨
大
な
収
益
を
生
み
出
し
て
い
る
。
ア
ナ
リ
ス
ト
の
試
算
に
よ
る
と
、
日
本
に
二
か
所
の
カ

ジ
ノ
が
で
き
る
だ
け
で
、
年
間
百
億
ド
ル
の
収
益
が
見
込
め
る
。
こ
の
潜
在
的
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
、
米
リ
ゾ
ー
ト
大
手
ラ
ス
ベ

ガ
ス
・
サ
ン
ズ
（
Ｌ
Ｖ
Ｓ
�
Ｎ
）
、
カ
ジ
ノ
運
営
Ｍ
Ｇ
Ｍ
リ
ゾ
ー
ツ
（
Ｍ
Ｇ
Ｍ
�
Ｎ
）
な
ど
が
強
い
関
心
を
示
し
て
い

三



る
。
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
外
資
系
企
業
が
日
本
の
カ
ジ
ノ
運
営
に
参
画
を
す
る
予
定
が
あ
る
の
か
、
伺
い

た
い
。
ま
た
、
あ
る
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
企
業
が
候
補
と
し
て
挙
が
っ
て
い
る
の
か
、
伺
い
た
い
。

五

去
る
五
月
十
六
日
、
自
由
民
主
党
、
公
明
党
両
党
が
日
本
維
新
の
会
と
共
に
、
「
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
基
本
法

案
」
（
中
谷
元
君
外
七
名
提
出
、
衆
法
第
二
〇
号
）
を
衆
議
院
に
提
出
、
同
月
二
十
五
日
に
同
法
案
は
衆
議
院
を
通
過
し

た
。
Ｉ
Ｒ
実
施
法
案
に
お
い
て
は
、
カ
ジ
ノ
施
設
へ
の
入
場
に
関
す
る
抑
止
力
と
し
て
、
「
入
場
料
六
千
円
」
・
「
入
場
回

数
は
連
続
す
る
七
日
間
で
三
回
、
連
続
す
る
二
十
八
日
間
で
十
回
」
と
し
て
い
る
が
、
数
十
万
円
、
数
百
万
円
の
勝
負
を
し

に
来
る
カ
ジ
ノ
顧
客
が
六
千
円
を
気
に
す
る
の
か
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
月
に
十
回
も
カ
ジ
ノ
に
行
く
よ
う
で
あ
れ

ば
、
既
に
依
存
症
が
疑
わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
状
況
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
「
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
基
本
法
案
」

に
よ
り
本
当
に
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
を
撲
滅
で
き
る
と
考
え
て
い
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

六

政
府
は
、
そ
も
そ
も
日
本
に
カ
ジ
ノ
が
で
き
る
こ
と
で
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
患
者
が
増
大
す
る
と
考
え
て
い
る
の
か
、

そ
れ
と
も
増
大
し
な
い
と
考
え
て
い
る
の
か
、
見
解
を
伺
い
た
い
。

七

政
府
は
Ｉ
Ｒ
の
利
点
ば
か
り
を
強
調
し
て
い
な
い
か
。
「
ビ
ジ
ネ
ス
の
起
爆
剤
に
」
「
地
域
振
興
、
雇
用
創
出
が
見
込
ま

れ
る
」
等
、
耳
障
り
の
良
い
言
葉
ば
か
り
が
並
ん
で
い
る
が
、
実
際
に
は
、
治
安
対
策
や
依
存
症
対
策
等
に
多
額
の
負
の
コ

四



ス
ト
も
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
二
〇
一
四
年
の
韓
国
全
体
で
の
ギ
ャ
ン
ブ
ル
産
業
の
売
上
高
が
十
九
・
八
兆
ウ
ォ
ン
（
約
一

兆
九
千
八
百
億
円
）
で
あ
る
の
に
対
し
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
に
よ
る
負
債
の
利
子
費
用
、
仕
事
の
生
産
性
低
下
・
失
業
、

医
療
費
な
ど
の
社
会
的
費
用
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
コ
ス
ト
）
は
、
七
十
八
兆
ウ
ォ
ン
（
約
七
兆
八
千
億
円
）
に
上
る
と
さ
れ
て
お

り
、
差
し
引
き
約
六
十
兆
ウ
ォ
ン
（
約
六
兆
円
）
の
負
の
経
済
効
果
が
発
生
し
て
い
る
と
の
研
究
結
果
が
公
表
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
我
が
国
の
Ｉ
Ｒ
実
施
法
案
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
点
が
十
分
に
調
査
・
試
算
も
さ
れ
て
お
ら
ず
、
結
論

も
で
て
い
な
い
状
況
で
は
な
い
か
と
懸
念
す
る
が
、
政
府
の
試
算
に
よ
る
カ
ジ
ノ
が
も
た
ら
す
経
済
効
果
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
コ

ス
ト
の
数
値
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
見
解
を
伺
い
た
い
。
ま
た
、
調
査
・
試
算
が
な
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
早
急

に
進
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
如
何
か
。
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

八

「
内
閣
衆
質
一
九
六
第
二
七
八
号
衆
議
院
議
員
高
井
崇
志
君
提
出
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
問
題
の
監
督
体
制
に
関
す
る
質
問

に
対
す
る
答
弁
書
」
に
よ
れ
ば
、
本
年
度
、
ア
ル
コ
ー
ル
、
薬
物
を
除
い
た
ギ
ャ
ン
ブ
ル
の
み
を
対
象
と
し
た
厚
生
労
働
省

の
依
存
対
策
予
算
は
、
僅
か
千
九
百
四
十
二
万
七
千
円
で
あ
る
。
依
存
症
対
策
に
苦
し
む
韓
国
の
対
策
費
は
約
百
倍
の
お
よ

そ
二
十
二
億
円
の
予
算
を
計
上
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
上
手
く
い
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
状
況
に
あ
る
。
政
府
は
こ
れ

ら
の
現
状
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
、
見
解
を
伺
い
た
い
。

五



九

韓
国
に
お
い
て
二
〇
〇
〇
年
か
ら
自
国
民
向
け
カ
ジ
ノ
と
し
て
解
禁
さ
れ
た
「
江
原
（
カ
ン
ウ
ォ
ン
）
ラ
ン
ド
」
の
立
地

す
る
地
域
で
は
、
犯
罪
率
が
急
増
し
、
自
殺
率
も
全
国
平
均
一
・
八
倍
に
な
っ
た
と
の
報
告
が
あ
る
が
、
日
本
の
カ
ジ
ノ
立

地
地
域
の
犯
罪
率
や
自
殺
率
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
あ
る
と
予
測
さ
れ
て
い
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

十

今
ま
で
縷
々
質
問
し
て
き
た
こ
と
以
外
に
も
、
Ｉ
Ｒ
実
施
法
案
は
、
国
会
審
議
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、
疑
問
や
矛
盾
が

次
々
と
浮
上
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
対
策
と
し
て
、
本
人
や
家
族
の
申
出
で
入
場
禁
止
措
置
を
設
け
る

こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
が
、
任
意
の
申
告
に
ど
れ
だ
け
の
効
果
が
期
待
で
き
る
の
か
、
大
き
な
疑
問
が
残
る
。
ま
た
、

ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
は
Ｗ
Ｈ
Ｏ
（
世
界
保
健
機
関
）
で
認
知
さ
れ
て
い
る
精
神
疾
患
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
に
お

い
て
は
調
査
や
対
策
が
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
現
実
が
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
日
本
の
公
営
競
技
で
は
実
施
主
体
が

顧
客
に
金
銭
を
貸
す
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
な
い
中
、
整
合
性
が
問
わ
れ
る
。
そ
の
う
え
、
Ｉ
Ｒ
実
施
法
案
の
詳
細
は
、
法
案

が
成
立
し
た
後
に
、
政
令
、
省
令
、
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
決
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
至
っ
て
不
明
瞭
で
全
く
議

論
が
で
き
な
い
状
態
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
だ
け
を
み
て
も
審
議
が
尽
く
さ
れ
た
と
は
到
底
言
い
難
い
状
況
で
あ
る
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
政
府
・
与
党
が
法
案
を
強
行
に
成
立
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
背
景
に
は
、
ど
う
い
っ
た
理
由
が
あ
る
の
か
、

政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

六



右
質
問
す
る
。

七


